
令和   年度軽自動車税減免対象身体障がい者等範囲一覧表
該当箇所に「〇」印をつけ提出してください。
※ 身体障害者等級表による等級ではなく、それぞれの障害区分の等級に応じて判断します。
※ 網掛け部分「　」は減免の対象となりません。

○　身体障がい者(身体障害者手帳の交付を受けている方）

障害の区分 級別 l級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

1級 2級 3級

A B A B

　次のことをご理解の上、下の空欄に「○」印をつけて提出してください。

※  本年4月1日現在に自動車税の減免を受けている場合、今年度の軽自動車税の減免は受けられま
 　せん。また、軽自動車税の減免を受けた場合、その車両の登録を抹消しなければ、新たに自動
　 車税の減免を受けることができません。
　 なお、富山県自動車税センターに減免の状況を確認する場合があります。ご了承ください。

　私は、普通自動車の自動車税の減免を受けていません。

運転者 本人
　　　 家族（生計同一者）
(身体障がい者の通院、通学等の
ために使用する場合に限る。）

視覚障害

聴覚障害

平衡機能障害

音声、言語又はそしゃく機能障害

上肢不自由

下肢不自由

体幹不自由

上肢機能

移動機能

心臓機能障害

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう又は直腸の機能障害

小腸の機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫
機能障害

肝臓機能障害

手帳の交付を
受けている方

小学校
未就学児

小学校未就
学児以外

障がいの程度

障がいの程度

「普通自動車の自動車税の減免」について

肢  
体  
不  
自  
由 乳幼児期以前の非

進行性の脳病変に
よる運動機能障害

○知的障がい者（療育手帳の交付を受け　　　　
　ている方）

　　○精神障がい者（精神障害者保健　　
　　　福祉手帳の交付を受けている方）


